
備考

□

□

□

事業所の所在地が確認できる資料

□

☆1 申請書２部　　：　　「特定中小企業者認定要領」１の規定による

☆2 税理士の証明　：　「税理士法」第２条第２項の規定による

　５号認定（イ）の必要書類
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3

4

1

申請書（別紙含む）　２部☆1

書類

業種（事業所の概要、事業内容）を確
認できる資料

※商業登記簿謄本の写し、履歴事項全部証明書、許認可証の
写し、事業所のパンフレット、HPを印刷したもの、取り引き先伝
票等

※商業登記簿謄本の写し、許認可証の写し、事業所のパンフ
レット、HPを印刷したもの、確定申告書等

上記申請書に記載した金額が確認で
きる資料

※売上台帳（日計上）、試算表（税理士の証明）があるもの
※月売上高を転写した一覧表は会社や経理の印があっても疎
明資料としては受け付けられない（税理士の証明があれば疎明
資料として扱うことも可能）☆2

※実印
※「最近３ヶ月」とは、申請月の前月を含む３ヶ月
※「最近１年間」とは「最近３ヶ月」を含む１年間


